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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理面を有する基板を保持して回転させる回転機構と、
　前記回転機構により回転する前記基板の前記被処理面に対して処理液を供給する供給ノ
ズルと、
　前記供給ノズルを前記基板の周縁に向かって並ぶ複数の供給位置に順次移動させる移動
機構と、
　前記被処理面上の前記処理液の液膜厚を測定する測定部と、
　前記回転機構、前記供給ノズルによる前記処理液の供給、前記移動機構、および前記測
定部を制御する手段と、を備え、
　前記制御する手段は、前記供給ノズルにより前記基板の基準供給位置に処理液を供給す
る状態下で、前記測定部により前記基板上の処理液の液膜厚を前記複数の供給位置毎に測
定させ、前記複数の供給位置それぞれに前記供給ノズルにより処理液を供給するときには
、前記複数の供給位置毎の前記液膜厚の測定結果に基づいて求めた当該供給位置に対応す
る前記基板の回転数で前記基板を回転させるように回転機構を制御する
ことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
　前記制御する手段は、
　前記被処理面上の前記処理液の液膜厚比率と前記基板の回転数逆数比率との相関関係情
報を記憶しており、
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　前記測定部により測定された前記液膜厚に応じて、前記複数の供給位置毎に、基準供給
位置での液膜厚と現在の供給位置での液膜厚との液膜厚比率を求め、求めた前記液膜厚比
率に対応する前記基板の回転数逆数比率を前記相関関係情報から求め、求めた前記基板の
回転数逆数比率を前記基準供給位置での前記基板の回転数にかけて、前記基板の回転数を
変更することを特徴とする請求項１記載の基板処理装置。
【請求項３】
　被処理面を有する基板を保持して回転させる工程と、
　前記被処理面に対して処理液を供給する供給ノズルを前記基板の周縁に向かって並ぶ複
数の供給位置に順次移動させ、回転する前記基板の前記被処理面に対して前記処理液を供
給する工程と、
を有し、
　前記供給する工程では、前記供給ノズルにより前記基板の基準供給位置に処理液を供給
する状態下で、前記基板上の処理液の液膜厚を前記複数の供給位置毎に測定し、前記複数
の供給位置それぞれに前記供給ノズルにより処理液を供給するときには、前記複数の供給
位置毎の前記液膜厚の測定結果に基づいて求めた当該供給位置に対応する前記基板の回転
数で前記基板を回転させることを特徴とする基板処理方法。
【請求項４】
　前記供給する工程では、
　前記被処理面上の前記処理液の液膜厚比率と前記基板の回転数逆数比率との相関関係
情報を取得し、
　測定した前記液膜厚に応じて、前記複数の供給位置毎に、基準供給位置での液膜厚と現
在の供給位置での液膜厚との液膜厚比率を求め、求めた前記液膜厚比率に対応する前記基
板の回転数逆数比率を前記相関関係情報から求め、求めた前記基板の回転数逆数比率を前
記基準供給位置での前記基板の回転数にかけて、前記基板の回転数を変更することを特徴
とする請求項３記載の基板処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板処理装置及び基板処理方法に関し、特に、基板表面に処理液を供給して
基板を処理する基板処理装置及び基板処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　基板処理装置は、半導体装置や液晶表示装置などの製造工程において、半導体ウエハや
ガラス基板などの基板の表面に対して処理液を供給し、その基板表面を処理する装置であ
る。この基板処理装置としては、例えば、基板表面から不要になったレジスト膜を剥離す
るレジスト剥離装置や基板表面に付着したパーティクル（粒子）を除去して洗浄する洗浄
装置などが挙げられる。
【０００３】
　このような基板処理装置の中には、複数の基板を一括して処理するバッチ式の基板処理
装置や基板を一枚ずつ処理する枚葉式の基板処理装置がある。この枚葉式の基板処理装置
は、基板を水平面内で回転させながら、基板表面に沿って供給ノズルを移動させて基板表
面に処理液を供給する（例えば、特許文献１参照）。なお、基板表面に供給された処理液
は、基板の回転による遠心力によりその供給位置から基板の周縁に向けて拡がって流れる
。
【０００４】
　通常、基板表面には、信号線や電気回路などの微細なパターンが形成されているため、
処理液の衝撃力によって基板表面に与えられるダメージを極力抑える必要がある。ここで
、基板表面上の処理液の液膜厚は厚い方が基板表面に対するダメージは小さくなるが処理
力（洗浄力や剥離力など）が減少し、薄い方が基板表面に対するダメージは大きくなるが
処理力が増加する。したがって、基板表面上の処理液の液膜厚を、基板表面がダメージを
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受けない液膜厚であって可能な限り薄い液膜厚にすることが望まれている。
【特許文献１】特開２００７－１５０３７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述の基板処理装置では、各供給位置での処理液の液膜厚は均一になら
ず、特に、基板中心と基板周縁とでは遠心力の大きさが異なるため、液膜厚の均一化は難
しく、基板表面全面の液膜厚分布は一定にならない。したがって、基板表面上の処理液の
液膜厚を、基板表面がダメージを受けない液膜厚であって可能な限り薄い液膜厚に均一に
することは困難であり、各供給位置においてダメージが発生したり、あるいは、処理力が
低下したりしてしまう。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、その目的は、基板表面に対するダメージの
発生及び処理力の低下を防止することができる基板処理装置及び基板処理方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施の形態に係る第１の特徴は、基板処理装置において、
　被処理面を有する基板を保持して回転させる回転機構と、
　前記回転機構により回転する前記基板の前記被処理面に対して処理液を供給する供給ノ
ズルと、
　前記供給ノズルを前記基板の周縁に向かって並ぶ複数の供給位置に順次移動させる移動
機構と、
　前記被処理面上の前記処理液の液膜厚を測定する測定部と、
　前記回転機構、前記供給ノズルによる前記処理液の供給、前記移動機構、および前記測
定部を制御する手段と、を備え、
　前記制御する手段は、前記供給ノズルにより前記基板の基準供給位置に処理液を供給す
る状態下で、前記測定部により前記基板上の処理液の液膜厚を前記複数の供給位置毎に測
定させ、前記複数の供給位置それぞれに前記供給ノズルにより処理液を供給するときには
、前記複数の供給位置毎の前記液膜厚の測定結果に基づいて求めた当該供給位置に対応す
る前記基板の回転数で前記基板を回転させるように回転機構を制御する
ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の実施の形態に係る第２の特徴は、基板処理方法において、
　被処理面を有する基板を保持して回転させる工程と、
　前記被処理面に対して処理液を供給する供給ノズルを前記基板の周縁に向かって並ぶ複
数の供給位置に順次移動させ、回転する前記基板の前記被処理面に対して前記処理液を供
給する工程と、
を有し、
　前記供給する工程では、前記供給ノズルにより前記基板の基準供給位置に処理液を供給
する状態下で、前記基板上の処理液の液膜厚を前記複数の供給位置毎に測定し、前記複数
の供給位置それぞれに前記供給ノズルにより処理液を供給するときには、前記複数の供給
位置毎の前記液膜厚の測定結果に基づいて求めた当該供給位置に対応する前記基板の回転
数で前記基板を回転させることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、基板表面に対するダメージの発生及び処理力の低下を防止することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
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　本発明の実施の一形態について図面を参照して説明する。
【００１１】
　図１に示すように、本発明の実施の形態に係る基板処理装置１は、処理室となる処理ボ
ックス２と、その処理ボックス２内に設けられたカップ３と、そのカップ３内に設けられ
基板Ｗを水平状態で保持する保持テーブル４と、その保持テーブル４を水平面内で回転さ
せる回転機構５と、保持テーブル４上の基板Ｗに対して上方から処理液を供給する供給ノ
ズル６と、その供給ノズル６を基板Ｗの表面である被処理面に沿って移動させる移動機構
７と、保持テーブル４上の基板Ｗに供給された処理液の液膜厚を測定する測定部８と、供
給ノズル６に処理液を供給する液体供給部９と、供給ノズル６に気体を供給する気体供給
部１０と、各部を制御する制御部１１とを備えている。
【００１２】
　処理ボックス２は、カップ３や保持テーブル４、供給ノズル６、測定部８などを収容し
ている。この処理ボックス２の上部には、ダウンフロー用のフィルタ付きファン２ａが設
けられている。このファン２ａは制御部１１に電気的に接続されており、その駆動が制御
部１１により制御される。
【００１３】
　カップ３は、円筒形状に形成されており、その内部に保持テーブル４を収容する。この
カップ３の周壁の上部は径方向の内側に向かって傾斜している。また、保持テーブル４は
、カップ３の内部であってその上部側に水平面内で回転可能に設けられており、挟持部材
４ａにより基板Ｗを着脱可能に保持する。
【００１４】
　回転機構５は、保持テーブル４に連結された回転軸５ａと、その回転軸５ａを回転させ
る駆動源となるモータ５ｂとを有している。このモータ５ｂは制御部１１に電気的に接続
されており、その駆動が制御部１１により制御される。回転機構５は、モータ５ｂにより
回転軸５ａをＲ方向（図１中）に回転させ、保持テーブル４を基板Ｗの被処理面に交差す
る回転軸５ａまわりに回転させる。
【００１５】
　供給ノズル６は、保持テーブル４の上方に移動可能に配置されており、保持テーブル４
上の基板Ｗに対して処理液を供給する。例えば、供給ノズル６は二流体を使用する二流体
ノズルである。この供給ノズル６は、第一流体として処理液が供給される中央流路となる
内筒やその内筒を収容して第二流体として気体が供給されるリング状の流路となる外筒な
どを有しており、外筒のノズル孔から排出される気体により内筒のノズル孔から処理液を
液滴化（霧化）して噴射する。なお、供給ノズル６としては、二流体を使用する二流体ノ
ズルが用いられているが、これに限るものではなく、例えば、液体だけを供給する一流体
ノズルが用いられてもよい。
【００１６】
　移動機構７は、供給ノズル６を支持するアーム７ａと、そのアーム７ａに連結された回
転軸７ｂと、その回転軸７ｂを回転させる駆動源となるモータ７ｃとを有している。この
モータ７ｃは制御部１１に電気的に接続されており、その駆動が制御部１１により制御さ
れる。移動機構７は、モータ７ｃにより回転軸７ｂをＲ方向（図１中）に回転させ、アー
ム７ａを介して供給ノズル６を基板Ｗの被処理面に沿って基板Ｗの半径方向であるＸ方向
（図１中）に移動させる。なお、移動機構７は供給ノズル６を上下方向であるＺ軸方向（
図１中）に移動させる機構も有している。
【００１７】
　測定部８は、保持テーブル４上の基板Ｗの被処理面を撮像して被処理面上の処理液の液
膜厚を測定する撮像部であり、処理ボックス２の天井面に設けられている。その撮像部は
、被処理面全域を撮像し、被処理面の中心から周縁までの複数のポイントを見ている。こ
のような測定部８は制御部１１に電気的に接続されており、撮像画像を測定信号として制
御部１１に送信する。この撮像画像が制御部１１により画像処理されて干渉縞が求められ
、その干渉縞から被処理面上の処理液の液膜厚が求められる。なお、測定部８としては、
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例えば、ＣＣＤカメラが用いられるが、これに限られるものではなく、レーザ変位計など
が用いられてもよい。測定部８としてレーザ変位計を用いる場合には、そのレーザ変位計
は供給ノズル６と共に移動可能に供給ノズル６の側面に固定されて設けられる。
【００１８】
　液体供給部９は、液体供給流路となる配管９ａとその配管９ａの流路途中に設けられた
バルブ９ｂとを介して供給ノズル６に接続されており、その供給ノズル６に液体を供給す
る。バルブ９ｂは制御部１１に電気的に接続されており、その駆動が制御部１１により制
御される。ここで、基板Ｗに対する処理がレジスト膜を除去するレジスト剥離処理である
場合には、液体として例えば硫酸などのレジスト剥離液が供給ノズル６に供給され、その
処理がパーティクルを除去する洗浄処理である場合には、液体として例えば純水などの洗
浄液が供給ノズル６に供給される。
【００１９】
　気体供給部１０は、気体供給流路となる配管１０ａとその配管１０ａの流路途中に設け
られたバルブ１０ｂとを介して供給ノズル６に接続されており、その供給ノズル６に気体
を供給する。バルブ１０ｂは制御部１１に電気的に接続されており、その駆動が制御部１
１により制御される。ここで、基板Ｗに対する処理がレジスト膜を除去するレジスト剥離
処理である場合には、気体として例えばオゾンガスや窒素ガス、空気などのガスが供給ノ
ズル６に供給され、その処理がパーティクルを除去する洗浄処理である場合には、気体と
して例えば窒素ガスなどの不活性ガスが供給ノズル６に供給される。
【００２０】
　制御部１１は、各部を集中的に制御するマイクロコンピュータと、基板処理に関する基
板処理情報や各種プログラムなどを記憶する記憶部１１ａとを備えている。この制御部１
１は、基板処理情報や各種プログラムに基づいて、回転機構５により保持テーブル４を回
転させ、その状態で移動機構７により供給ノズル６を基板Ｗの周縁（外縁）に向かって並
ぶ複数の供給位置に順次移動させながら、その供給ノズル６から処理液を回転する基板Ｗ
の被処理面上に供給し、基板処理を行う。なお、各供給位置は基板Ｗの回転半径方向にほ
ぼ沿って並んでいる。
【００２１】
　記憶部１１ａには、図２に示すような相関関数（ｙ＝ｘ１．５）が相関関係情報として
記憶されている。図２では、横軸が液膜厚比率（％）であり、縦軸が基板Ｗの回転数逆数
比率（％）である。この図２に示す相関関数を求めるためには、まず、供給ノズル６を所
定の供給位置（遠心力が十分作用する供給位置、例えば、回転半径方向における中央付近
の位置）に移動させ、その状態で保持テーブル４を回転させて保持テーブル４上の基板Ｗ
の被処理面に処理液を供給する。
【００２２】
　次に、処理液を供給している状態で、基板Ｗの回転数（すなわち、保持テーブル４の回
転数）を変化させ、回転数毎に前述の供給位置での被処理面上の処理液の液膜厚を測定す
る。例えば、図３に示すように、基板Ｗの回転数（設定値）を５００ｍｉｎ－１、７５０
ｍｉｎ－１及び１０００ｍｉｎ－１と替え、それぞれの液膜厚を測定する。これにより、
液膜厚の測定値として、１１５μｍ、９０μｍ及び７５μｍが得られる。
【００２３】
　次いで、基板Ｗの回転数５００ｍｉｎ－１を１００％とすると、基板Ｗの回転数比率Ｎ
は上から１００％、１５０％及び２００％となり、基板Ｗの回転数逆数比率１／Ｎは上か
ら１００％、６７％及び５０％となる。また、基板Ｗの回転数５００ｍｉｎ－１での液膜
厚１１５μｍを１００％とすると、液膜厚の比率ｔは上から１００％、７８％及び６５％
となる。この液膜厚比率ｔが横軸（Ｘ軸）にされ、基板Ｗの回転数逆数比率が縦軸（Ｙ軸
）にされてプロットが行われ、各点を通過する相関関数が求められる。これにより、図２
に示す曲線の相関関数（ｙ＝ｘ１．５）が得られる。
【００２４】
　制御部１１は、前述の相関関数を用いて、供給ノズル６の供給位置に応じて基板Ｗの回
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転数（すなわち、保持テーブル４の回転数）を制御する。まず、制御部１１は、基板Ｗの
回転数を制御する前に、保持テーブル４を所定回転数で回転させ、その保持テーブル４上
の基板Ｗの中央付近に処理液を供給し、測定部８により基板Ｗ上の被処理面を撮像して基
板Ｗ上の処理液の液膜厚を測定する。これにより、被処理面上の液膜厚が一度で測定され
て液膜厚情報として得られ、基板Ｗの中央付近に処理液を供給した場合の各供給位置での
液膜厚を把握することが可能となる。
【００２５】
　例えば、液膜厚情報として図４に示すような曲線Ａが得られる。図４には、基板半径方
向位置（供給ノズル６が順次位置付けられる各供給位置）と基板Ｗ上の液膜厚との関係を
表す曲線Ａ、及び、基板半径方向位置（供給ノズル６の各供給位置）と基板到達衝撃力と
の関係を表す曲線Ｂが示されている。なお、横軸は基板半径方向の位置であり、横軸の基
板半径方向において数値の増加方向が基板Ｗの周縁に向かう方向である。また、曲線Ｂは
曲線Ａから理論的に基板到達衝撃力を算出することにより求められる。図４に示すように
、基板Ｗ上の処理液の液膜厚は中央付近の供給位置から基板Ｗの周縁に向かって徐々に薄
くなることがわかり（曲線Ａ参照）、さらに、液膜厚が薄くなるほど、基板到達衝撃力が
大きくなることがわかる（曲線Ｂ参照）。
【００２６】
　その後、制御部１１は、把握した各供給位置での液膜厚において、基板Ｗの中央付近の
供給位置（基準供給位置）での液膜厚を１００％に、そのときの基板Ｗの所定回転数（基
準回転数）を１００％とし、中央付近の供給位置での液膜厚と各供給位置での液膜厚との
液膜厚比率をそれぞれ求め、求めた各液膜厚比率に対応する基板Ｗの回転数逆数比率を図
２に示すような相関関数から求める。さらに、制御部１１は、求めた基板Ｗの回転数逆数
比率を前述の所定回転数である基準回転数にかけて、基板Ｗの回転数を変更する。この処
理は各供給位置で同様に行われる。
【００２７】
　例えば、前述の中央付近の供給位置での液膜厚と現在の供給位置での液膜厚との液膜厚
比率が７０％であった場合には、図２に示す相関関係から基板Ｗの回転数逆数比率が５５
％となるので、その５５％を基準回転数にかけて基板Ｗの回転数を変更し、基板Ｗの回転
数を下げる。これにより、現在の供給位置での液膜厚が中央付近での液膜厚と同等の厚さ
となる。したがって、各供給位置での液膜厚比率を求めることができれば、各供給位置で
の液膜厚が一定になるように基板Ｗの回転数を変更することが可能となる。
【００２８】
　次に、前述の基板処理装置１が行う基板処理動作（基板処理方法）について説明する。
【００２９】
　図５に示すように、まず、制御部１１は、移動機構７により基板Ｗの中央付近に対向す
る供給開始位置まで供給ノズル６を移動させ（ステップＳ１）、回転機構５により保持テ
ーブル４の回転を開始し、保持テーブル４上の基板Ｗを回転させる（ステップＳ２）。
【００３０】
　その後、制御部１１は、バルブ９ｂ及びバルブ１０ｂを開け、回転する基板Ｗの被処理
面に対して供給ノズル６により処理液を噴射して供給し、基板Ｗに対する処理液の供給を
開始する（ステップＳ３）。
【００３１】
　次いで、制御部１１は、測定部８により基板Ｗ上の処理液の液膜厚を測定し（ステップ
Ｓ４）、測定した被処理面上の処理液の液膜厚に基づいて、現在の供給位置での液膜厚に
対応する基板Ｗの回転数を関係式、例えば図２に示すような相関関数から求め（ステップ
Ｓ５）、求めた回転数に基板Ｗの回転数を変更する（ステップＳ６）。
【００３２】
　なお、ステップＳ５では、測定した被処理面上の処理液の液膜厚に基づいて、現在の供
給位置での液膜厚と中央付近の供給位置（基準供給位置）での液膜厚とから液膜厚比率を
算出し、算出した液膜厚比率に対応する基板Ｗの回転数逆数比率を図２に示すような相関
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関数から求め、その回転数逆数比率を用いて基板Ｗの回転数を求める。
【００３３】
　その後、制御部１１は、現在の供給位置での所定の基板処理時間が経過したか否かを判
断し（ステップＳ７）、所定の基板処理時間が経過するまでその位置を維持する（ステッ
プＳ７のＮＯ）。これにより、現在の供給位置での基板処理が所定時間だけ行われる。
【００３４】
　現在の供給位置での所定の基板処理時間が経過したと判断した場合には（ステップＳ７
のＹＥＳ）、全ての供給位置での基板処理が完了したか否かを判断する（ステップＳ８）
。
【００３５】
　全ての供給位置での基板処理が完了していないと判断した場合には（ステップＳ８のＮ
Ｏ）、供給ノズル６を現在の供給位置から次の供給位置に移動させ（ステップＳ９）、処
理をステップＳ５に戻し、ステップＳ５～ステップＳ８を繰り返す。これにより、各供給
位置での液膜厚が均一となるように基板Ｗの回転数が変更されることになる。
【００３６】
　一方、全ての供給位置での基板処理が完了したと判断した場合には（ステップＳ８のＹ
ＥＳ）、バルブ９ｂ及びバルブ１０ｂを閉じ、供給ノズル６による基板Ｗに対する処理液
の供給を停止し（ステップＳ１０）、さらに、回転機構５による基板Ｗの回転を停止する
（ステップＳ１１）。
【００３７】
　このようにして、基板処理中には、各供給位置での液膜厚が均一になるように供給位置
毎に基板Ｗの回転数が調整されるので、基板表面上の処理液の液膜厚はどの供給位置でも
同等となる。これにより、被処理面の処理部分に対して常に均一な液膜厚が提供されるの
で、各供給位置での液膜厚を被処理面がダメージを受けない厚さであって可能な限り薄い
厚さで一定にすることが可能になる。したがって、各供給位置での液膜厚が不均一になる
ことに起因して、基板表面に対するダメージが発生したり、あるいは、処理力が低下した
りすることが抑えられるので、基板表面に対するダメージの発生及び処理力の低下を防止
することができる。
【００３８】
　以上説明したように、本発明の実施の形態によれば、測定部８により測定された液膜厚
に応じて、複数の供給位置毎に基板Ｗの回転数を設定し、供給位置毎の液膜厚が一定にな
るように基板Ｗの回転数を制御することによって、各供給位置での液膜厚は供給位置に依
存することなく均一となるので、全ての供給位置での液膜厚を被処理面がダメージを受け
ない厚さであって可能な限り薄い厚さに設定することが可能になり、基板表面である被処
理面に対するダメージの発生及び処理力の低下を防止することができる。
【００３９】
　また、被処理面上の処理液の液膜厚比率と基板Ｗの回転数逆数比率との相関関係情報（
例えば、相関関数）を取得し、測定部８により測定された液膜厚に応じて、複数の供給位
置毎に、基準供給位置（例えば、中央付近の供給位置）での液膜厚と現在の供給位置での
液膜厚との液膜厚比率を求め、求めた液膜厚比率に対応する基板Ｗの回転数逆数比率を前
述の相関関係情報から求め、求めた基板Ｗの回転数逆数比率を基準供給位置での基板Ｗの
回転数にかけて、基板Ｗの回転数を変更することから、全ての供給位置での液膜厚を確実
に均一化することができる。さらに、複雑な計算処理を行うことなく、基板Ｗの回転数を
変更することが可能となるので、計算処理のために複雑な構成を用いる必要がなく、基板
処理装置１の構成を簡略化することができる。
【００４０】
　なお、本発明は、前述の実施の形態に限るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲に
おいて種々変更可能である。例えば、前述の実施の形態に示される全構成要素から幾つか
の構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施の形態に亘る構成要素を適宜組み合わ
せてもよい。また、前述の実施の形態においては、各種の数値を挙げているが、それらの
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数値は例示であり、限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施の一形態に係る基板処理装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】液膜厚比率と基板の回転数逆数比率との関係を説明するための説明図である。
【図３】図２に示す相関関数を求める手順を説明するための説明図である。
【図４】供給ノズルの供給位置と、液膜厚及び基板到達衝撃力との関係を説明するための
説明図である。
【図５】図１に示す基板処理装置が行う基板処理の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４２】
　１　　基板処理装置
　５　　回転機構
　５ａ　回転軸
　６　　供給ノズル
　７　　移動機構
　８　　測定部
　Ｗ　　基板

【図１】 【図２】

【図３】



(9) JP 5312879 B2 2013.10.9

【図４】 【図５】



(10) JP 5312879 B2 2013.10.9

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ０８Ｂ   3/02    　　　Ｄ          　　　　　

(72)発明者  廣瀬　治道
            神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号　芝浦メカトロニクス株式会社　横浜事業所内
(72)発明者  菊池　勉
            神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号　芝浦メカトロニクス株式会社　横浜事業所内
(72)発明者  黒川　禎明
            神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号　芝浦メカトロニクス株式会社　横浜事業所内
(72)発明者  長嶋　裕次
            神奈川県横浜市栄区笠間二丁目５番１号　芝浦メカトロニクス株式会社　横浜事業所内

    審査官  関口　英樹

(56)参考文献  特開平０１－２７６７２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０６４０４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１０５０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－２３６４３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－０２９８０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２３４８６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３０５９４３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　
              Ｂ０８Ｂ　　　３／００　－２１／３０４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

